
雲南市兼業副業人材活用促進事業支援業務　仕様書（案） 

 

１．業務名 

雲南市兼業副業人材活用促進事業支援業務 

 

２．委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３．委託業務の目的 

当市では、中小企業が地域の経済だけではなく、まちづくりにおいても様々な

役割を担っており、その継続は重要な課題の一つとなっています。しかし、中小

企業においては、新規事業展開や経営課題解決を担う人材が不足しているという

現状があります。 

兼業副業人材の活用により、外部資源の迅速な導入と内部人材の育成を両立し

ながら、DX 推進、販路拡大など企業の成長の加速が期待されています。 

本事業は、兼業副業人材の活用を促進することで、市内の中小企業が抱える人

材不足と業務の高度化・デジタル化などの課題を解決するとともに、地域経済の

活性化と事業の持続的成長を図ることを目的とします。 

 

４．委託業務の内容 

（１）兼業副業人材の活用を促進するセミナーの開催 

①本事業へ参加する市内企業等を募集するため、セミナーを開催すること。 

（目標：開催回数　２回以上） 

②セミナーの開催については、市内企業等へ複数の手段で幅広く参加を呼

び掛けること。 

（目標：参加事業所数　累計２０社以上） 

③セミナーの開催においては、備品の用意、当日の配布資料作成と印刷等、

セミナー開催に係るすべての準備と調整を行うこと。セミナー会場は、

雲南市役所本庁舎または市の公共施設の会議室とし、市が確保する。 

④セミナーでは次の事項を説明し、本事業への参加を促進すること 

・本事業の趣旨 

・本事業で企業等が受けることができるサービスやメリット等 

・個別相談も行うこと 

・市内の実態を把握し、効果の高いセミナーを企画すること 

・上記のほか、市の求めに応じてセミナーの内容を追加すること 

（２）兼業副業人材マッチング支援業務 

①兼業副業人材等と市内企業等のマッチングを図るため、受託者が運営する兼

業副業人材等に関する人材マッチングサイトへ求人を掲載する。 

（目標：マッチング件数　１０件以上） 

②兼業副業人材等と市内企業等をマッチングし、兼業副業人材等が有するスキ

ルやノウハウを活用しながら、経営課題の解決等を図るため、兼業副業人材

等の活用に係る活動に関する支援を行う。 

・兼業副業人材等のニーズの掘り起こしに関するサポート 

・兼業副業人材等の求人作成・採用支援に関するサポート 

・兼業副業人材等の活用に関するノウハウの提供 

・兼業副業人材等の採用中のサポート 



※補足説明 

・市内企業等：雲南市内で事業を営んでいる者とする。業種や規模は問わない。 

・市が確保する雲南市役所本庁舎及び市の公共施設の会議室の使用料は、無料。 

・セミナーの参加費は、無料とする。 

・兼業副業人材の人件費は、採用した企業等が負担するものとする。 

 

５．成果物 

（１）受託者は、成果物を業務完了日までに雲南市産業観光部商工振興課(雲南市木

次町里方５２１－１)に納品すること。 

（２）成果物の納品形式 

成果物の納品形式は、次のとおりとする。 

①事業実施報告書(原則Ａ４両面印刷) 

②上記①の電子データ（原則ＰＤＦ形式） 

（３）成果物の帰属等 

本業務の成果物は、すべて市に帰属するものであり、受託者は市の承認を得

ないで複製及び公表等を行ってはならない。ただし、受託者が従前より有する

著作物あるいは第三者の著作物については、受託者あるいは第三者に帰属する

ものとする。 

受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権 ある

いは第三者の著作権については、当該著作権の利用にあたり、支障のないよう

適切な措置を講じなければならない。また、何らかの著作権に係る問題等が生

じた場合、受託者の責任により対処するものとする。 

（４）成果物に対する責任の範囲 

受託者は、本業務終了後、成果物に瑕疵が発見された場合、速やかに市が定

める監督員の指示に従い、成果物の訂正をしなければならない。 

 

６．秘密の保持 

本業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報およびプライバ

シーの保護に努めること。また、受託者は業務遂行上知り得た情報を他に漏らし

てはならない。 

 

７．個人情報の保護 

受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による

業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

８．再委託の制限 

受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。その場合は、再委

託先ごとに業務の内容、再委託先の概要及びその体制について、事前に市に文書

をもって協議し、承認を得なければならない。 

 


